
免許状更新講習の修了確認状況等に関する調査について 
 

  

   

 

■ 調査の目的 

  教員免許状を所持する者のうち、更新講習修了確認期限（又は有効期間の満了の日）

（以下、「修了確認期限等」とする。）が令和３年３月３１日に到来した現職教員（※

１、２）の修了確認期限等経過後の各都道府県教育委員会における修了確認（又は有効

期間の更新）（以下、「修了確認等」とする。）、修了確認期限の延期（又は有効期間

の延長）（以下、「修了確認期限延期等」とする。）若しくは免除認定及び免許状の失

効状況等について調査を実施。 

 
（※1）旧免許状（平成 21 年 3 月 31 日までに授与された免許状）を所持する現職教員のうち、令和 3 年 3 月 31

日が最初の修了確認期限である者 
  （※2）新免許状（平成 21 年 4 月 1 日以降に授与された免許状）を所持する職員のうち、令和 3年 3 月 31 日が有

効期間の満了の日である者（教員免許状の授与を受けるための所要資格を平成 21 年 3 月 31 日までに満た

したが、授与を平成 21 年 4月 1 日以降に受けた者） 

 

 

 

■ 調査方法 

【調査対象】 

国立・公立・私立の幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育

学校、特別支援学校及び幼保連携型認定こども園に勤務する修了確認期限等が令和３

年３月３１日の教員（正規職員及び臨時職員） 

※私立には、学校法人立・社会福祉法人立等を含む。 
 

【調査時点】 

令和３年４月１日（修了確認期限等（３月３１日）経過後） 
※免許状失効者に関しては、同調査にて令和 3 年 6月 1 日時点の状況も同時に確認 

 

【主な調査項目】 

・修了確認期限等が令和３年３月３１日の現職教員数 

・更新講習修了確認申請者の修了確認状況 

・有効期間の更新申請者の認定状況 

・更新講習受講免除認定申請者の認定状況 

・修了確認期限延期申請者の認定状況 

・有効期間延長申請者の認定状況 

・申請期限までに必要な手続きを行わなかった者における免許状の失効状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■ 調査結果 

１．調査対象であった現職教員は、８７，８０２名（国立・公立・私立の合計） 
前年度 

<160,621 名> 

 

前年度の調査対象であった旧免許状所持者の第 10グループは、従来の満 55 歳、45

歳、35 歳である者に加え、35 歳未満の者も受講対象者に多く含まれていたため、例

年９万人前後の規模であった対象者数が、新免許状所持者を含めて 160,621名となっ

た。今年度の調査対象の現職教員については、87,802名となり、例年の規模に戻った

と考えられる。 
    

 
                 

２．現職教員の修了確認期限等経過後の状況は、 

                    前年度 

○修了確認等がなされた者   ８５，８７８名（97.81%） <159,697名(99.42%)> 
             

【内訳】 

 
 

 

 

○修了確認等がなされなかった者   １，９２４名（2.19%）   <924名(0.58%)> 
    （修了確認等の申請期限である修了確認期限等の 2か月前までに手続きを行わなかった者） 

【内訳】 

 

 

 

 

◇免許状が失効した者１，７１６名のうち３８９名は、幼保連携型認定こども

園の保育教諭等（園長・副園長を含む）の職にある者。うち、３１９名は、

免許状を必要としない園長等又は以下の特例により継続勤務。 
  保育教諭として勤務する場合、原則として有効な状態の幼稚園教諭免許状と保育士資 

格の両方の免許、資格を有する必要があるが、平成 27年４月１日から令和７年３月 31

日までの経過期間中は、いずれか一方の免許、資格を有していれば、保育教諭として継

続勤務が可能。 

 

◇免許状が失効した者１，７１６名のうち１，１３３名は、令和３年３月３１

日に任期が満了し、教育職員を退職した者。うち、１，０６６名は修了確認

期限等時点の満年齢が６５歳の者。 

 

◇免許状が失効した者のうち、４月以降、教員として継続勤務ができず、令和

３年６月１日までに再授与を受けて教員としての勤務を始めた者は２６名。

失効中は補助職員又は事務職員として勤務。（幼保連携型認定こども園 15名

を除く） 

 

  【内訳】（括弧内は前年度人数） 
        幼稚園････････････････････ 11 名（12名） 

・更新講習修了確認    ６６，８４６名（76.13%）<137,298 名(85.48%)> 

・更新講習受講免除の認定 １１，２１５名（12.77%）<11,864 名(7.39%)> 

・修了確認期限等延期の認定 ７，８１７名（ 8.90%）<10,535名(6.56%)> 

・修了確認期限等経過以前に辞職し、 

免許状が失効しなかった者 

（旧免許状所持者のみ対象） ２０８名（0.24%） <151名(0.09%)> 

・免許状が失効した者      １，７１６名（1.95%） <773名(0.48%)> 



                中学校・････････････････････6名（ 1名） 

高等学校･･････････････････・9名（11 名） 

 

※１ 修了確認等がなされなかった者のうち、失効した者（1,716名）の修了確認期限時点の学校種別

は以下のとおり。 
・幼稚園（幼稚園型認定こども園含む）･････････････････････････････  98名( 76名) 
・小学校･････････････････････････････････････････････････････････ 475名( 46名) 
・中学校･････････････････････････････････････････････････････････ 239名( 27名) 

・義務教育学校･･･････････････････････････････････････････････････   3名(  2名) 

・高等学校･･･････････････････････････････････････････････････････ 461名( 46名) 

・中等教育学校･･･････････････････････････････････････････････････   5名(  1名) 

・特別支援学校･･･････････････････････････････････････････････････  46名(  8名) 
・幼保連携型認定こども園･････････････････････････････････････････ 389名(567名) 

 

※２ 修了確認等がなされなかった者のうち、失効した者（1,716名）の修了確認期限等時点の状況又 

  は失効後の勤務状況は以下のとおり。（括弧内は前年度人数） 

①令和３年４月１日付で普通免許状の授与を受けて勤務･････････････････････････ 36名( 30名） 

②令和３年４月２日から６月１日までに普通免許状の授与を受けて教員として勤務･ 41名( 61名） 

  ③令和３年４月２日から６月１日までに普通免許状の授与を受けたが、普通免許状を 

必要としない職（管理職、事務職員等）として勤務･･･････････････････････････  3名(  5名) 

④教員免許状の再授与を受けず、普通免許状を必要としない職（管理職、事務職員等）として 

勤務（幼保連携型認定こども園を除く）･････････････････････････････････････135名( 55 名） 

⑤教員免許状の再授与を受けず、幼保連携型認定こども園において、園長、副園長、保育教諭 

（経過措置による特例を適用）等として引き続き勤務････････････････････････････319名(463名） 

⑥令和３年３月 31日に任期が満了し、教育職員を退職･･･････････････････････1,133名( 111名） 

⑦その後の勤務状況が不明･･･････････････････････････････････････････････････ 49名( 48名） 

 

■ 修了確認期限等が令和３年３月３１日の現職教員の修了確認等の状況 

（単位：名） 

国立 428 304 63 51 9 1

公立 71,082 53,683 9,516 6,635 1,082 166

私立 16,292 12,859 1,636 1,131 625 41

合計 87,802 66,846 11,215 7,817 1,716 208

Ｄ　修了確認
期限延期

（又は有効期
間の延長）済

Ｅ　失効した
（3/31経過を
もって失効）

Ｆ　失効しな
かった

（3/31経過以前
に辞職）

1.95% 0.24%

85,878名（97.81％） 1,924名（2.19％）

Ｂ　修了確認
（又は有効期
間の更新）済

Ｃ　免除の認
定済

全
国
計

Aに占める割合 100.00% 76.13% 12.77% 8.90%

教
育
委
員
会
名

設
置
者

Ａ　修了確認期限
（又は有効期間
の満了の日）が
令和３年3月31日
の現職教員数

（＝Ｂ＋Ｃ＋Ｄ＋Ｅ
＋Ｆ）

 

・各項目の割合については四捨五入の影響により、内訳の合計が 100％とならない。 


